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第４章  改善命令（法第 24 条） 

 

汚染土壌処理業の許可制度は、汚染土壌の処理を業として行うことを一般的に禁止した上で、

汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続的に行うに足りるものとし

て一定の基準に適合すると認められるときに限って許可することにより、汚染土壌の適正な処理

を確保するものである（施行通知記の第 5の 2(8)①）。 

したがって、その基準に適合しない汚染土壌の処理が行われたと判断されるに至った場合には、

都道府県知事は、汚染土壌処理業者に対し、処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきこと

を命ずることができる。 

なお、命令に違反した者は、1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられる（法第 65 条

第 1号）。 

 

 

第５章  許可の取消し等（法第 25 条） 

 

都道府県知事は、汚染土壌処理業者が次の①から④のいずれかに該当するときは、その許可を

取り消し、又は 1年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができ

る。 

 

① 法第22条第3項第2号イ又はハのいずれかに該当するに至ったとき（法第25条第1号）。 

② 汚染土壌処理施設又はその者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる

ものとして環境省令で定める基準に適合しなくなったとき（法第 25 条第 2号）。 

③ 法第 4章の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき（法第 25 条第 3号）。 

④ 不正の手段により法第 22 条第 1項の許可（法第 22 条第 4項の許可の更新を含む。）又は

法第 23 条第 1項の変更の許可を受けたとき（法第 25 条第 4号）。 

 

なお、命令に違反した者は、1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられる（法第 65 条

第 1号）。 

 

 

第６章  名義貸しの禁止（法第 26 条） 

 

汚染土壌処理業者は、自己の名義をもって、他人に汚染土壌の処理を業として行わせてはなら

ない。 

「名義貸し」とは、無許可業者等に対し許可業者が許可証を貸与すること等により外見上許可

業者としての体裁を整えさせ、許可業者の名義をもって業を行わせることをいうが、このような

行為は、無許可営業を助長し、法の根幹をなす汚染土壌処理業の許可制度の信頼を失墜させる行

為であることから、禁止されている。 

これに違反した許可業者に対しては、法第 65 条第 6 号に基づき無許可営業の場合と同様に、1

年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられる（施行通知記の第 5の 2(9)）。 


